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１４－０７ 

　　　知立市再生資源回収奨励報償金交付要綱 

 

　（目的） 

第１条　この要綱は、自主的に再生資源回収活動をする市民団体に対して報償金を

交付することにより、団体活動の活性化と清掃思想の啓蒙を図り、ごみの減量化

と資源の再利用を積極的に推進することを目的とする。 

　（対象団体） 

第２条　報償金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる要件を満たす団体

とする。 

　(1) 知立市内に活動拠点を持つ団体であること。 

　(2) 地域社会に貢献できる性格を持つ団体であること。 

　(3) 営利を目的としない団体であること。 

　(4) 次のいずれかの方法により再生資源を回収する団体であること。 

ア　あらかじめ再生資源の回収場所を指定し、住民各自が再生資源を回収場所

へ運ぶ方法又は団体が住民の再生資源を回収し、回収場所まで運ぶ方法（以

下これらを「集積所収集」という。） 

イ　住民が自身の住宅前等に排出した再生資源を、団体が再生資源の回収を行

う業者に回収させる方法（以下「戸別収集」という。） 

　（団体の登録） 

第３条　報償金の交付を受けようとする団体（以下「交付団体」という。）は、再生

資源回収団体登録申請書（様式第１）により、あらかじめ市長に登録の申請をし

なければならない。 

　（業者の登録） 

第４条　交付団体の収集した再生資源の回収を行おうとする業者（以下「回収業者」

という。）は、再生資源回収業者登録申請書（様式第２）により、あらかじめ市長

に登録の申請をしなければならない。 

２　前項の登録できる回収業者は、次に掲げる要件を満たす回収業者とする。 

　(1) 知立市内で再生資源回収を継続的に行うことができるものであること。 
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　(2) 過去に法令等に違反し、処分を受けていないこと。 

　（登録の期間） 

第５条　交付団体及び回収業者の登録の申請は、毎年度行うものとする。 

　（報償金対象品目） 

第６条　報償金の交付対象となる再生資源は、次に掲げるものとする。ただし、交

付団体が町内集積所を使用して集積所収集を行う場合は、第１号及び第２号の再

生資源に限り、交付対象とする。 

　(1) 古紙類　新聞紙、雑誌、ダンボ－ル、牛乳パック等 

　(2) 布　類　古着、ボロ布等 

　(3) 金属類　アルミ缶、スチ－ル缶、金属くず（粗大を除く）等 

　（報償金の額） 

第７条　報償金の額は、次表に掲げるとおりとする。 

２　市長は、再生資源の市場売却価格の下落等の事情により回収業者が再生資源を

有償で回収せざるを得ない事情があると認める場合は、予算の範囲内で当該有償

額を限度として、回収量に応じた額を前項の報奨金に加算することができる。 

　（交付申請） 

第８条　交付団体は、報償金の交付を受けようとするときは、再生資源回収奨励報

償金交付申請書（様式第３）に回収業者が発行した計算書又は問屋が発行した計

量票を添付し申請するものとする。 

２　報償金は、次に掲げる期間に申請を行うものとする。ただし、各期間の末日が

休日にあたる場合は、その前日までとし、年度の繰越しは行わないものとする。 

　(1) 第１期　６月２０日から６月３０日まで 

　(2) 第２期　９月２０日から９月３０日まで 

　(3) 第３期　１２月２０日から１２月２８日まで 

　(4) 第４期　３月２０日から３月３１日まで 

　（報償金の交付） 

 区分 古紙類及び布類 金属類

 集積所収集 １キログラムにつき５円 １キログラムにつき３円

 戸別収集 １キログラムにつき２円 １キログラムにつき１円
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第９条　市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたとき

は、報償金を交付するものとする。 

　（報償金の返還） 

第 10 条　市長は、交付団体又は回収業者に不正があったときは、登録を取り消すと

ともに、交付した報償金の返還を求めることができる。 

　（報告等） 

第 11 条　市長は、交付団体及び回収業者に対し、必要に応じ事業に必要な指示をし、

報告を求め、又は検査することができる。 

　（委任） 

第 12 条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成３年７月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第１（第３条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 再生資源回収団体登録申請書 

 

年　　月　　日 

 

 　知　立　市　長　　様 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　 

 

　再生資源回収団体としての登録を受けたいので、知立市再生資源回収奨励報償

金交付要綱第３条の規定に基づき下記のとおり申請をします。 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　記

 

団 体 名

 

代 表 者 住 所

 

代 表 者 氏 名

 

連 絡 先 電話

 

会 員 数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名
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（裏）  

　年　　月　　日  

知　立　市　長　　様  

　　　　　　　団　体　名　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　代表者住所　　　　　　　　　　　　　  

氏名　　　　　　　　　　　　　　  

口 座 振 込 届 出 書 

　知立市再生資源回収奨励報償金交付要綱第９条の規定に基づく報償金の交付

は下記のとおり行ってください。  

なお、後日口座振込届出書の内容に変更が生じたときは、書面にて提出いたしま

す。  

記 

債権者登録の口座へ振り込み  

□　（町内会関係団体で債権者登録口座へ振込みを希望する場合はこちらの□

にチェックを入れてください。下記の口座の記入は、不要です。）  

□　下記の口座へ振り込み（代表者と振込先が異なる場合は、委任状（様式任

意）が必要となります。）  

※通帳の表紙の裏面に記載されている名義をカタカナで記入してください。  

　オナマエ  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様  

 

 

 

金融機関

銀行 

信用金庫 

農協

店

預金種目 口　座　番　号

 １．普通  

２．当座
 

ゆうちょ 

銀行

預　金　種　目 記号 番号

 
１．普通　 ２．当座

 

共通

フリガナ

 口座 

名義
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様式第２（第４条関係） 

 

 

 再生資源回収業者登録申請書 

 

年　　月　　日 

 

 　知　立　市　長　　様 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業　者　名 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※法人の場合は、記名押印してください。  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人以外でも、本人（代表者）が自署  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しない場合は、記名押印してください。  
 

　再生資源回収業者としての登録を受けたいので、知立市再生資源回収奨励報償金

交付要綱第４条の規定に基づき下記のとおり申請をします。 

 

記

 

業 者 名

 

所 在 地

 

代 表 者 氏 名 電 話

 ※　業者登録にあたり、次の事項を必ず遵守します。 

　①　再生資源回収を継続的に協力します。 

　②　再生資源回収については、誠実、親切かつ適切に対応します。 

　③　計算書の発行には細心の注意をはらうとともに、虚偽の記載は絶対に行 

　　　いません。 

　④　再生資源回収について、市及び団体に対し、一切ご迷惑をかけません。 

　⑤　上記の事項が守られない場合は、登録を抹消されても異議ありません。
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様式第３（第８条関係） 

（表） 

 

　※　回収業者の発行した計算書又は問屋の発行した計量票を添付してください。 

 

 再生資源回収奨励報償金交付申請書 

 

年　　月　　日 

 

   知　立　市　長　　様 

 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者 住所 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　  

 

　再生資源回収を下記のとおり実施しましたので、知立市再生資源回収奨励報償金交

付要綱第８条の規定に基づき報償金の交付を申請します。 

 

記  

 
回数 回収日 古紙類 布類 金属類

 
１回 月　　日 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏

 
２回 月　　日 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏

 
３回 月　　日 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏

 
４回 月　　日 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏

 
５回 月　　日 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏

 
６回 月　　日 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏

 
合計数量 (A) 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏ 　　　　　　　㎏

 
単      価 (B) 　　　　　　　円 　　　　　　　円 　　　　　　　円

 
合計金額　(A)×(B)

① 

　　　　　　　円

② 

 　　　　　   円

③ 

　　　　　    円

 
交付申請額 

①＋②＋③
金　　　　　　　　　　　　　円
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（裏） 

再　生　資　源　回　収　実　施　明　細　書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団　体　名　（　　　　　　　　　　　　　　　） 

 

回　収　日
１　回 ２　回 ３　回 ４　回 ５　回 ６　回  

合 計 数 量 

(A)

 

単 価 

(B)

 

合 計 金 額 

( A ) × ( B )
 月　 日 月　 日 月　 日 月　 日 月　 日 月　 日
 資源の種類 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量

 

１　

古

紙

類

1.新 聞 紙 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

円 円

 
2.雑 誌 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

 
3.ﾀ ﾞ ﾝ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

 
4.牛乳パック ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

 
5.他の古紙類 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

 

古 紙 類 合 計

㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏
 

２
布
類

6.古着・古布

㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 　円 円
 

３　

金

属

類

7.アルミ缶 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

　円 円

 
8.スチール缶 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

 
9.他の金属類 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

 

金 属 類 合 計

　　　　　㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏


